
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

お
知
ら
せ

監
査
委
員
を
選
任　

市
議
会
３
月

定
例
会
で
同
意

を
得
て
、
福ふ
く
ち地

武た
け
し司
氏
（
藤
岡

町
甲
）
が
、
監
査
委
員
に
選
任
さ
れ

ま
し
た
。
任
期
は
、
５
月
18
日
か
ら

令
和
12
年
５
月
17
日
ま
で
で
す
。

　
な
お
、
監
査
委
員
は
、
２
名
の
委

員
で
構
成
さ
れ
、
市
の
財
務
に
関
す

る
事
務
等
が
適
切
か
つ
効
率
的
に
行

わ
れ
て
い
る
か
、監
査
を
行
い
ま
す
。

問
人
事
課　
　
　
　
☎

（21）
２
３
５
１

市
民
税
・
県
民
税
納
税
通
知
書
お

よ
び
税
額
決
定
通
知
書
の
送
付

　
令
和
７
年
中
に
収
入
が
あ
っ
た
方

の
う
ち
、
令
和
８
年
１
月
１
日
時
点

で
栃
木
市
に
住
ん
で
い
る
方
へ
納
税

通
知
書
お
よ
び
税
額
決
定
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。
令
和
８
年
１
月
１
日

以
降
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
は
、
令
和

８
年
度
市
民
税
・
県
民
税
の
課
税
対

象
と
な
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
納

税
通
知
書
お
よ
び
税
額
決
定
通
知
書

を
ご
遺
族
へ
郵
送
い
た
し
ま
す
。

送
付
方
法

給
与
特
別
徴
収
（
給
与
天
引
き
）
の

方
は
会
社
を
通
じ
て
本
人
へ
送
付
し

ま
す
。

普
通
徴
収（
本
人
納
付
）お
よ
び
年
金

特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）の
方
は
税

務
課
か
ら
ご
自
宅
へ
郵
送
し
ま
す
。

発
布
日

給
与
特
別
徴
収
の
方　
５
月
21
日

普
通
徴
収
お
よ
び
年
金
特
別
徴
収
の

方　
６
月
11
日

問
税
務
課　
　
　

  

☎
（21）
２
２
６
５

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電
子
証

明
書
の
更
新
に
つ
い
て

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
搭
載
さ

れ
て
い
る
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限

が
到
来
す
る
約
２
か
月
前
に
「
地
方

公
共
団
体
シ
ス
テ
ム
機
構
（
Ｊ-

Ｌ

Ｉ
Ｓ
）」
か
ら
「
有
効
期
限
通
知
書
」

が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
が
過
ぎ

た
場
合
は
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
等
の
電
子

申
請
や
コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
機
能
が
使

え
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
次
の
書
類

を
持
っ
て
期
限
内
に
窓
口
で
の
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
本
庁
ま
た
は
各
総
合
支
所
の
窓
口

で
手
続
き
が
可
能
で
す
。郵
便
局
や
公

民
館
で
は
手
続
き
は
行
え
ま
せ
ん

本
人
が
手
続
き
を
行
う
場
合

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

・
有
効
期
限
通
知
書（
無
く
て
も
可
）

代
理
人
が
手
続
き
を
行
な
う
場
合

・
申
請
者
本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド

・
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
等

の
顔
写
真
付
き
の
も
の
）

・
申
請
者
本
人
が
照
会
書
兼
回
答
書

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
同
封
し
た

封
筒
に
封
入
さ
れ
た
も
の

※
暗
証
番
号
が
照
合
で
き
な
い
場
合

は
、
文
書
照
会
に
な
り
ま
す
の
で
、

再
度
来
庁
が
必
要
で
す

※
有
効
期
限
を
過
ぎ
た
照
会
書
兼
回

答
書
で
は
代
理
の
手
続
き
は
行
え
ま

せ
ん

問
市
民
生
活
課　

  

☎
（21）
２
１
２
６

大
平
地
域
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（43）
９
２
０
９

藤
岡
地
域
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（62）
０
９
０
３

都
賀
地
域
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（29）
１
１
０
２

西
方
地
域
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（92）
０
３
０
６

岩
舟
地
域
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（55）
７
７
５
４

も
う
一
度
ご
確
認
を

あ
な
た
の
気
に
な
る
年
金
記
録

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金

や
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方
に

対
し
、
年
金
制
度
へ
の
理
解
を
深
め

て
い
た
だ
く
こ
と
等
を
目
的
と
し

て
、
毎
年
誕
生
月
に
、
ご
自
身
の
年

金
記
録
を
記
載
し
た
「
ね
ん
き
ん
定

期
便
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
に
記
載
さ

れ
て
い
る
年
金
加
入
記
録
を
ご
確
認

い
た
だ
き
、「
も
れ
」
や
「
誤
り
」

が
あ
る
の
で
は
と
ご
心
配
な
方
は
、

問
合
先
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
専
用
番
号

☎
０
５
７
０-

０
５
８-

５
５
５

月
曜
日

８
時
30
分
〜
19
時

火
〜
金
曜
日　

８
時
30
分
〜
17
時
15

分第
２
土
曜
日　

９
時
30
分
〜
16
時

献
血
へ
の
ご
協
力
の
お
ね
が
い

　
命
を
救
え
る
身
近
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「
献
血
」
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

日
時　

６
月
19
日
（
金
）
受
付
時

間:

10
時
〜
11
時
45
分
、
13
時
〜
16

時場
所　
市
役
所
本
庁
舎
３
階　
正
庁

対
象

16
歳
〜
69
歳
の
方

※
65
歳
以
上
の
方
に
つ
い
て
は
60
歳

〜
64
歳
に
献
血
経
験
が
あ
る
方
に
限

る内
容　

４
０
０
㎖
献
血
ま
た
は

２
０
０
㎖
献
血
（
２
０
０
㎖
献
血
は

先
着
順
で
、
定
員
に
達
し
次
第
受
付

を
終
了
し
ま
す
）

所
要
時
間
30
〜
40
分
程
度
（
混
雑

状
況
に
よ
り
前
後
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
）

問
健
康
増
進
課　

  

☎
（25）
３
５
０
０

栃木市電子申請システム
　一部の税証明について、「栃木市電子申請システム」でオンライン申請ができるようになりました。申請
いただいた税証明は郵送でお送りしますので、市役所への来庁や申請書の記入が不要となります。

決済手段

申請方法
1．事前に栃木市電子申請システムの利用者登録をします。
2．電子申請システム内の申請ページから、必要事項を入力します。
3． 入力が完了し、入力内容を確認したら、電子署名を行います。（マイナンバーカー
ドの電子証明書を読み取ります）

4．電子署名完了後、申請が完了となります。
5． 税務課で申請内容を確認後、申請受理通知メールをお送りします。「申請内容照会」
ページから手数料の決済画面に進み、決済を行います。

6．税務課でお支払い情報を確認後、証明書を郵送します。

コンビニ
コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機（キオスク端末）で、複数年度（3か年度分※1）
取得することができます。

対象 取得年度の1月1日に栃木市に住所があり、かつ請求日時点で栃木市に住所がある方
　　　例：令和7年度の証明書を請求する場合、令和7年1月1日に栃木市に住所がある必要があります。

利用できるコンビニ等　 セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、イオンのマルチコピー
機（キオスク端末）　6時30分～23時（メンテナンス時を除く）

取得可能な税証明書

※1　 令和 8年 5月 20日時点の発行可能年度は、「令和7年度（令和6年中の収入）」「令和6年度（令
和5年中の収入）」「令和5年度（令和4年中の収入）」となります。発行年度の切替えは毎年6月
中旬（納税証明書は8月中旬）ごろ行う予定です。

※2　 納税証明書は、納付いただいてから証明書に反映されるまでに、2週間から1か月程度かかる場合が
あります。納付日を含む数日間については、納付情報が反映されないため、税額が未納として発行さ
れます。納付後すぐに納付済金額の納税証明書が必要な場合は、領収証書をお持ちのうえ、市役所税
務課または総合支所の窓口で請求してください。

クレジットカード コード決済
・VISA
・Mastercard
・American Express

・JCB
・Diners Club

・PayPay
・ｄ払い

・auPAY
・楽天ペイ

※ 栃木市公式 LINEに登録いただき、LINEから電子申請システムにすすみますと、利用者登録なしでご
利用いただけます。
※ 取得にはマイナンバーカード（署名用電子証明書が有効なもの）が必要となります。
※ 申請者本人の分のみ申請ができます。（ただし、市内在住の方に限り、申請者と同一世帯の方の分も申
請できます）

※ 取得した証明書について原則返金、差し替えはできません。 画面をよくご確認のうえ操作してください。
また提出先に求められている証明内容をよくご確認のうえ、取得を判断してください。

電子申請システム

市HP

問 税務課　☎（21）2261

税証明の請求は電子申請システムやコンビニを利用できます

証明書の名称 証明内容 電子申請システム
窓口料金 コンビニ料金

所得課税証明書
本人の所得（収入）、所得控除、扶養人数、市民税・
県民税額、税額控除の内訳
※ 非課税の場合には税額欄に「0円」および備考欄
に「法律に基づき非課税」と記入されます。

300 円 200 円

納税証明書※ 2 市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車
税の納税額 300 円 200 円

納税証明書（車検用） 車両の所有者、ナンバーなど（軽自動車に限る）
無料

※ 使用目的が車検
の場合に限る

完納証明書
申請日現在において市税に関する徴収金に未納がな
いこと（督促手数料、延滞金、介護保険料、後期高
齢者医療保険料、共有名義の固定資産税等も含む）

300 円

市HP

広報とちぎ 2026.615 14
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